
会  議  録  

会 議 の 名 称 令和３年度第４回行田市空家等対策協議会  

開 催 日 時 令和４年３月２２日（火）  

開会：午後１時３０分・閉会：午後２時１５分  

開 催 場 所 行田市産業文化会館２階・第２会議室  

出席者（委員） 

氏 名 

石井直彦、小池利昌、栗原三郎、川野健人、星山信明、大島正信、

碓井勝也、大木孝介、小林定春、戸田都生男、朽木宏、長谷見悟

（名簿順・敬称略）  

欠席者（委員） 

氏 名 

藤間利一（名簿順・敬称略）  

事 務 局 
斎藤都市整備部次長兼建築開発課長、朝見建築開発課主幹、  

柿沼建築開発課主査、髙橋建築開発課主任  

会 議 内 容 

１  開会  

２  あいさつ  

３  委員委嘱（委嘱状交付）  

４  議事  

 （１）パブリックコメント実施結果の報告について  

（２）第２次行田市空家等対策計画（案）の最終確認について  

５  その他  

６  閉会  

会 議 資 料 

（資料名・概要等）  

１  次第  

２  席次表  

３  行田市空家等対策協議会委員名簿  

４  市民意見募集手続結果の概要  

５  第２次行田市空家等対策計画（最終案）  

６  第２次行田市空家等対策計画  主な改定内容  

そ の 他 必 要 

事 項 

傍聴人２名  

 



 発  言  者   会議の経過（議題・発言内容・結論等）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局（主査） 

 

石井会長  

 

事務局（主査） 

 

 

 

 

 

大島委員  

 

事務局（主査） 

 

戸田委員  

 

 

 

 

■司会（朝見建築開発課主幹）  

１  開会  

２  あいさつ  

 ・石井会長よりあいさつ  

３  委員委嘱（委嘱状交付）  

・事前に机上に委嘱状を備え交付［碓井勝也氏］  

４  議事  （議事進行：石井会長）  

（１）パブリックコメント実施結果の報告について  

（２）第２次行田市空家等対策計画（案）の最終確認について  

 ・事務局より、資料に基づき一括して説明  

【質疑】  

・１９ページの空き家等バンク契約成立数１０件というのは年間

目標か、または計画期間における目標か。  

・空き家等バンク制度は、行田市と提携している不動産団体が空

き家等の利活用相談を行う仕組みになっている。その利活用相

談を経て媒介契約を締結し、空き家等が不動産市場に流通する

ことが大半であるため、これまでにバンク登録に至った実績と

しては９件のみである。よって、計画期間における目標設定（１

０件）とさせていただいている。  

・これまでの全ての実績が９件か。また、そのうち売買契約が成

立したのは何件か。  

・空き家等バンク制度開始以降、全ての実績が９件であり、その

うち売買契約成立数は５件である。  

・５２ページの事例紹介において、全国ではなく埼玉県内の事例

に限定した資料を掲載した理由を教えてもらいたい。また、ま

ちなかの一部エリアを絞って重点的に空家等対策を講じること

で活性化を図る事例掲載はないか。  

 



事務局（主査） 

 

 

 

 

川野委員  

 

 

 

 

事務局（主査） 

 

 

 

 

 

川野委員  

 

 

 

事務局（主査） 

 

 

 

 

 

栗原委員  

 

 

・行田市は埼玉県空き家対策連絡会議との連携により、同会議が

発行した資料の掲載が認められているため、「空き家利活用事例

集」の中からイメージの湧きやすい近隣市の事例を掲載させて

いただいた。また、市街地の活性化を図る事例として、５３ペ

ージに草加市の取り組みを参考資料として掲載している。  

・特定空家等の認定はどこの部署がどのように判定しているのか。

また、空家等をチェックして問題ないと判断した案件は協議会

に情報提供されるものなのか。市で問題ないと判断しても特定

空家等の予備軍ともいえるものであり、協議会に情報提供して

もらえると専門的見地から迅速に判断できると思う。  

・３６ページの特定空家等に対する措置のイメージフローのとお

り、実態調査や市民からの通報により関係各課が把握・連携し、

所管条例に応じた指導等を行っている。その中で危険度の高い

案件については、建築開発課において、資料編６０ページ以降

に示す「特定空家等判定基準  チェックリスト」に基づき、特

定空家等の該当有無を確認した上で、協議会に諮る流れとなる。 

・４９ページの法第１５条に明記されている財政上の措置及び税

制上の措置等において、空家等に関する対策の実施に要する費

用に対して、国や県から補助等があるということか。具体的に

補助事業を活用した場合には、どの程度の負担割合になるのか。 

・３１ページの（５）空き家等の用途転換に対する支援において、

地域交流拠点等として利活用するための改修費用に対して、一

定期間の事業継続を条件に費用補助する制度を令和４年度から

開始する予定である。なお、令和５年度からは国庫補助金等の

導入も検討しており、実際に活用できた場合、国１／３、市１

／３、申請者１／３の負担割合となる。  

・空き家等所有者が理解しやすいように、計画書の概要版を作成

することを検討しているか。概要版を配布することができれば

空き家等対策への理解が深まると思う。  



事務局（主査） 

 

石井会長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局（主査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・計画策定以降、概要版を作成しホームページに掲載する等の対

応をさせていただく。  

・他に、質疑がないため、「（１）パブリックコメント実施結果の報

告について、乃至（２）第２次行田市空家等対策計画（案）の

最終確認について」は、承認することでよろしいか。  

 

「異議なし」の挙手  

 

・最終案については承認することと決する。  

 

・議事終了。議長の任を解かせていただく。  

 

 

５  その他  

・令和４年度以降、第２次行田市空家等対策計画に基づき、空家

等対策を推進していく。今後も計画変更や特定空家の判定等に

関して、委員の皆様のご協力をいただきたい。  

 

６  閉会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


